
【注意事項】
　※距離については、市の都市計画図で確認をお願いします。

　※1.1㎞以内でも、災害ハザードに該当する土地は、都市計画法により開発できるエリアから除外となります。

　※大佐和都市計画は、市街化区域が存在しません。

市街化区域から

1.1㎞のライン
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